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別  紙  

亀山市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 

提案理由  

 条例の改正について、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。  

  



亀山市条例第    号  

 

   亀山市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 

 亀山市水道事業給水条例（平成１７年亀山市条例第１３８号）の

一部を次のように改正する。  

 別表第１専用の部一般用の項中「１０立方メートル」を「５立方

メートル」に、「１，０８０円」を「７１２円」に、「１，２８５

円」を「９５０円」に、「１，６７４円」を「１，４１４円」に、

「 ２ ， ５ ０ ５ 円 」 を 「 ２ ， ３ ９ ７ 円 」 に 、 「 ４ ， ８ ４ ９ 円 」 を

「５，１６２円 」に、「８，０ ７８円」を「８ ，９７４円」に 、

「１１，０１６円」を「１２，４４１円」に、「１８，７３８円」

を「２１，５４６円」に、「４２，６６０円」を「４９，７７７円」  

 

に、「７２，３６０円」を「８４，８２３円」に、  

 

 

 

 

 

を           に、「９７円」を「１１４円」に、「９９  

 

 

 

円」を「１１６円」に、「１２０円」を「１４２円」に、「１４７円」

を「１７３円」に、「１５１円」を「１７８円」に改め、共用の部

中「１０立方メートル」を「５立方メートル」に、「１，０８０円」

を「７１２円」に、「１，２８５円」を「９５０円」に、「１，６７４

「１１立方メート

ルから２０立方

メートルまで  

９５円」  

「６立方メートル  

から１０立方メ

ートルまで  

９８円  

１１立方メート

ルから２０立方

メートルまで  

１１１円」  



円」を「１，４１４円」に、「２，５０５円」を「２，３９７円」  

 

 

 

に、         を          に、「９７円」を「１１４  

 

 

 

円」に、「９９円」を「１１６円」に、「１２０円」を「１４２円」

に、「１４７円」を「１７３円」に、「１５１円」を「１７８円」

に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の日前から継続して水道を使用している場合の

平成３０年４月分の水道料金については、改正後の別表第１の規

定にかかわらず、なお従前の例による。  

「１１立方メート

ルから２０立方

メートルまで  

９５円」  

「６立方メートル  

から１０立方メ

ートルまで  

９８円  

１１立方メート

ルから２０立方

メートルまで  

１１１円」  
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